
西条市人権教育協議会・西条市人権擁護課 

の教室･行事予定 

 県内における新型コロナウイルス感染症再度の拡大に伴う対応ステージが最高の「レベル３」と

なる「感染予防対策期」に移行したことを受けて、桜の花びら舞い散る先月４月９日より本会館の

各種サークル等活動の自粛並びに休止期間もひと月を超えました。思い起こせば、ちょうど一年前

も同じ時期に初めての「全国緊急事態宣言」により、本会館をはじめ県内・市内の公的な施設の利

用ができなくなりました。しかし、今回が一年前と大きく違うことは、県内・市内において現実の

こととしてコロナ感染症が拡大し蔓延しているということです。 

 松山市における「まん延防止等重点措置」をはじめ、第４波、変異ウイルス、クラスター、飲食

店への時短要請、人の流れ、外飲み、自粛疲れ、ワクチン接種、拡大防止による様々な心理的な作

用等々、長期化したコロナとの生活は、私たち一人一人の行動へ幾つもの問題提起をしているよう

に感じています。 

 ５月１９日までとされていた「県感染予防対策期」もさらに５月末日までの延長となり、本県及

び近隣各府県の現状を考えると、今後も見通しが立ちにくい状況です。 

 会館の利用再開を心待ちされている皆様におかれましては、これまで以上にお一人お一人が感染

予防対策（予防行動）を十二分に取り組んでいただきながら、「心と体」の健康管理を図っていただ

ければ幸いです。 

 今、会館南側の桜は新緑まぶしく青々とした葉を繁らせています。木々や植物のエネルギーあふ

れる生命力に感じ得るものがあります。季節は例年よりも随分早い梅雨を迎えています。 

 ウィズ・コロナ、アフター・コロナを見据えながら、一日も早い会館活動の再開並びに皆様方と

の再会を心から願っています。 

      

 

 

        

  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  曜 教 室・行 事 等     

2 水 フォークダンス（10:00～12:00） 

4 金 
健康体操（13:30～15:30） 

南子ども会（19:30～21:00） 

7 月 健康･太極拳教室（14:00～15:30） 

8 火 茶道（13:30～15:30） 

11 金 
健康体操（13:30～15:30） 

南子ども会（19:30～21:00） 

12 土 
大町合同子ども会開講式（10:00～11:00） 

詩吟（19:00～21:00） 

14 月 健康･太極拳教室（14:00～15:30） 

16 水 
フォークダンス（10:00～12:00） 

健康相談（13:30～15:30） 

18 金 
健康体操（13:30～15:30） 

南子ども会（19:30～21:00） 

19 土 神戸コスモス子ども会開講式（９:00～11:00） 

21 月 健康･太極拳教室（14:00～15:30） 

22 火 茶道（13:30～15:30） 

25 金 

健康体操（13:30～15:00） 

健康教室（15:00～16:00） 

南子ども会（19:30～21:00） 

26 土 詩吟（19:00～21:00） 

28 月 健康･太極拳教室（14:00～15:30） 

 

【日 程】６月 14 日（月）～２８日（月） 

【場 所】大町会館 玄関ホール 

【提 供】日下 知子 さん 
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発行：西 条 市 大 町 会 館  

西条市福武甲１６４４番地１ 

  TEL・FAX ５５－５３９３  

    ｅメール 

 omachikaikan@saijo-city.jp 

    

一人で悩まないで、まずはお気軽にご相談ください。 

ここ大町会館（隣保館）は、人と出会い、交流、

つながる場です。偏見や差別、排除のない多様な生

き方やこれからの社会の在り方を語り合う場です。 

人と人がつながり合う社会に関心がある方、何かを

始めたいと思っている方、お気軽にお立ち寄りくだ

さい。ご心配事、悩み事など各種相談、お申込み･お

問い合わせは、西条市大町会館（☎0897－55－

5393）まで、お気軽にご相談ください。 

第 254回 会館ミニ展示会 

～毎月 10日は人権を考える日～ 

『 布リメイク作品展 』 

【開館時間】９：00 ～ 17：00  

【休 館 日】土曜日、日曜日、国民の祝日 

      年末年始（12/29～1/3） 

大町会館各種活動の再開に向けて 

 昨年６月１日に、「労働施策総合推進法」が改正・施行

されました。職場におけるハラスメント防止対策が強化さ

れ、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりま

した（中小事業主は、令和４年４月１日から義務化）。 

職場におけるパワーハラスメントとは、職場において行わ

れる ①優越的な関係を背景とした言動であって、 

   ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、 

   ③労働者の就業環境が害されるものであり、 

①～③までの要素をすべて満たすものをいいます。 

＜パワーハラスメント防止のために講ずべき措置＞ 

・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

・職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ 

 適切な対応 

・事業主に相談等をした労働者に対する不利益な取扱いの 

 禁止 

 ハラスメントは、被害者の尊厳を傷つけ、働く意欲を失

わせます。休職や退職、場合によっては、死に至らしめる

こともあります。企業としても生産性が低下し、社会から

も厳しい視線を浴び、信頼を失うことになります。 

 ハラスメントは、受け流しているだけでは状況は改善さ

れません。相談窓口も活用して、「やめてください」「私は

嫌です」と、意思を伝えましょう。我慢すると事態をさら

に悪化させます。組織として問題を解決していくことが、

悩んでいる他の人を救うことにもつながります。 

 職場でのいじめや嫌がらせといったハラスメントをな

くし、多様な人々が、より安全に安心して働くことができ

る職場環境を整えましょう。 

だれもが安心して働ける職場をつくりましょう 



 

「はじめまして ♡」 ～ 大町会館のマスコットです♪ 

 この４月より大町会館のマスコットとしてデビューしました丑（うし）年生まれ

の仲よし３人組です。大町小学校より近藤館長とともにやって来ました。会館

デビューにあたり、名前も改め、「人権モウ」、「大町みるく」、「会館うーたん」

としました。皆さんを玄関で温かくお迎えしています。来館の際は、ぜひお声

がけください。それでは、３人からどうぞ～。 

「こんにちは～。皆さんとお会いできることを 

楽しみにしています。いつまでも仲よくしてく 

ださいね。よろしくおねがいしま～す♡」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種 目 サークル名 活動日 時 間 

茶 道 茶道教室 第 2･4 火曜日 13:30～15:30 

フォークダンス 西条フォークダンスサークル プロムナード 第 1･3 水曜日 10:00～12:00 

体 操 さわやか健康体操 毎週金曜日 13:30～15:30 

体 操 健康・太極拳教室 毎週月曜日 14:00～15:30 

書 道 南子ども会 毎週金曜日 19:30～21:00 

カラオケ 歌謡同好会 第 1･2･3 月曜日 18:30～21:00 

カラオケ 歌クラブ 毎週木曜日 13:30～15:30 

カラオケ T クラブ 毎週日曜日 13:30～15:30 

詩 吟 嶺風派吟道燧嶺会 毎週土曜日 19:00～21:00 

詩 吟 燧嶺会大町第二支部 毎週火曜日 10:00～11:30 

詩 吟 燧嶺会大町第三支部 毎週木曜日 10:00～12:00 

書 道 桜会（小学生） 

毎週火曜日 

 〃 水曜日 

 〃 木曜日 

17:00～18:30 

16:30～18:00 

17:00～18:30 

書 道 桜会（成人） 毎週木曜日 10:00～12:00 

書 道 大町書道クラブ 毎週火曜日 18:30～20:30 

書 道 洗心書道会 
毎週火曜日 

 〃 土曜日 

19:00～21:00 

13:00～15:30 

書 道 条山会 第 1･2･3 木曜日 13:00～15:00 

手 芸 クラフトコスモス 毎週水曜日 13:00～15:00 

ヨ ガ 華ヨガ 毎週火曜日 13:00～14:30 

水彩画 タッチ 第４月曜日 9:00～12:00 

工 芸 籐工芸教室 第１土曜日 10:00～15:30 

令和３年６月５日（土）に開催を予定し

ていた『人権啓発指導者育成講座』ですが、

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

延期させていただくことを決定いたしま

した。 

延期日程については以下のとおりです。 

 

 日 時：令和３年１０月２日（土） 

 時 間：１３:３０～１５:３０ 

 講 師：愛媛県人権対策協議会四国中央支部  

     支部長 山田 政春 さん  

大町会館では、さまざまな講座・サークルのみなさんが日々活発に活動をしています。 

興味のある方は、会館（☎55-5 393 ）までお気軽にお問い合わせください。 

講座・サークル紹介  

【日 時】 ６月２５日 （金 ）  

15：00～16：00 

【場 所】 大町会館２階大会議室 

【講 師】 済生会西条病院 介護福祉士 

【内 容】 認知症予防 

 

事前申込み不要！ 

当日参加 OK です。 

お気軽にどうぞ！ 

～体操とレクマジック～ 

実施日が変更 

になりました！ 

何卒ご理解のほどよろしく 

お願いいたします。 


